
民
生
委
員
・
児
童
委
員
っ
て
ど
ん
な
人
？

　
民
生
委
員
は
、
民
生
委
員
法
に
基
づ
き
厚
生

労
働
大
臣
か
ら
委
嘱
を
受
け
た
非
常
勤
の
地

方
公
務
員
で
す
。
一
方
、
児
童
委
員
は
、
児

童
福
祉
法
に
基
づ
く
も
の
で
、
民
生
委
員
と

兼
ね
る
と
定
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
一

人
の
人
が
民
生
委
員
と
児
童
委
員
の
両
方
の

役
割
を
担
っ
て
い
ま
す
。

　
民
生
委
員
・
児
童
委
員
は
、
地
域
の
自
治
会

長
等
か
ら
推
薦
を
受
け
た
あ
と
、
市
や
県
の

推
薦
会
等
を
経
て
承
認
さ
れ
た
人
が
委
嘱
を

受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
日
田
市
で
は
、
お
よ
そ
各
自
治
会
に
一
人
、

市
全
体
で
約
２
０
０
人
の
民
生
委
員
・
児
童

委
員
が
活
動
を
し
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
民
生
委
員
・
児
童
委
員
の
中
で
も
子

供
に
関
す
る
相
談
に
特
化
し
た
人
を
主
任
児

童
委
員
と
言
い
ま
す
。
主
任
児
童
委
員
は
各

地
区
に
１
〜
２
人
い
ま
す
。

任
期
や
給
料
は
？

　
任
期
は
３
年
間
で
、
（
現
在
の
任
期
は
令
和

元
年
12
月
１
日
か
ら
令
和
４
年
11
月
末
ま
で

の
３
年
間
）
再
任
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

　
民
生
委
員
は
法
律
で
無
給
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

と
定
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
給
料
は
あ

り
ま
せ
ん
。
た
だ
し
、
活
動
に
必
要
な
実
費

と
し
て
活
動
費
が
支
給
さ
れ
て
い
ま
す
。

ど
ん
な
こ
と
を
し
て
る
の
？

　
民
生
委
員
・
児
童
委
員
の
主
な
仕
事
は
、
地

域
の
相
談
役
で
す
。

　
民
生
委
員
・
児
童
委
員
は
、
地
域
を
見
守
り

声
掛
け
な
ど
を
行
い
な
が
ら
、
地
域
住
民
の

生
活
の
様
態
を
必
要
に
応
じ
適
切
に
把
握
し

て
い
き
ま
す
。
そ
の
中
で
、
援
助
を
必
要
と

す
る
人
が
、
そ
の
人
の
持
つ
能
力
に
応
じ
て

自
立
し
た
日
常
生
活
を
営
む
こ
と
が
で
き
る

よ
う
に
、
受
け
た
相
談
に
対
し
て
福
祉
等
の

サ
ー
ビ
ス
を
紹
介
し
た
り
、
必
要
な
機
関
等

へ
と
つ
な
い
だ
り
し
て
い
ま
す
。

地
区
民
児
協
と
日
田
市
民
児
協

　
市
内
に
は
、
地
区
ご
と
に
民
生
委
員
児
童
委

員
協
議
会
（
地
区
民
児
協
）
が
あ
り
、
そ
の

地
区
の
民
生
委
員
・
児
童
委
員
が
集
ま
る
定

例
会
を
開
催
し
て
い
ま
す
。
地
区
民
児
協
で

は
民
生
委
員
相
互
の
情
報
交
換
を
行
う
な

ど
、
地
域
の
状
況
を
地
区
内
で
共
有
し
て
い

ま
す
。

　
ま
た
、
各
地
区
の
民
生
委
員
児
童
委
員
協
議

会
の
上
位
に
は
、
日
田
市
全
体
の
民
生
委

員
・
児
童
委
員
を
取
り
ま
と
め
る
日
田
市
民

生
委
員
児
童
委
員
協
議
会
（
日
田
市
民
児

協
）
が
あ
り
、
事
務
局
を
日
田
市
社
会
福
祉

協
議
会
が
担
っ
て
い
ま
す
。

知っていますか？
地域を支える民生委員・児童委員

１特集　人と人をつなぐ「地域の相談役」

問社会福祉課福祉総務係☎㉒８２０３（市役所１階）

　「あなたのまちの民生委員♪」このようなコマーシャルを最近目にしたことはないでしょうか。
　「支えあう 住みよい社会 地域から」をスローガンに、全国では約23万人の民生委員・児童委員が
活動しています。
　今回は皆さんの地域で活動している民生委員・児童委員を紹介します。

・高齢者や障害
者のいる世帯
・生活困窮世帯
・子供や妊産婦
のいる世帯
・ひとり親世帯
・その他の世帯

・市町村
・福祉事務所
・社会福祉協
　議会
・児童相談所
・保健所
・教育委員会
・学校
・保育所
・児童館
・医療機関
　　　 など

世帯状況把握

情報提供

相談・援助

地
域
担
当
民
生
委
員
・
児
童
委
員

主
任
児
童
委
員

連
携
・
協
力

連
携
・
協
力

民生委員・児童委員

日田市民児協事務局
(社会福祉協議会内)

日田市民生委員
児童委員協議会
（日田市民児協）

各地区民生委員児童委員協議会（地区民児協）

関係機関
担当区域

日
隈
地
区

若
宮
地
区

咸
宜
地
区

桂
林
地
区

三
芳
地
区

光
岡
地
区

高
瀬
地
区

朝
日
地
区

三
花
・
小
野
地
区

西
有
田
地
区

東
有
田
地
区

大
鶴
・
夜
明
地
区

五
和
地
区

前
津
江
地
区

中
津
江
地
区

上
津
江
地
区

大
山
地
区

天
瀬
地
区

　事務局の仕事は一言でいうと民生委員・児童委員
のサポートです。活動費の支給や研修会の開催、ま
た、毎月１回各地区民児協の委員を集めて定例会の
開催等を行っています。　
　定例会では、各地区の事例等を共有し、各地区で
どのような対応をしているかなどの意見交換を行っ
ています。また、必要に応じて、行政機関からの市
民向けの情報を担当職員から直接説明をしてもら
い、民生委員から市民に正しく提供できるよう理解

を深めてもらっています。
　ほかにも、主任児童委員の
みを集めた主任児童委員部会
も毎月開催し、情報の交換や
共有を行っています。

日田市民児協事務局では
どんなことを行っているの？

日田市民児協事務局
（日田市社会福祉協議会）
山田 泰也さん
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